
 

船舶インシデント調査報告書 

平成２９年３月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２８年５月１８日 １２時４０分ごろ 

発生場所 福島県相馬港南南東方沖  
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埼灯台から真方位１５０°６海里付近 

 （概位 北緯３７°４５.０′ 東経１４１°０２.２′） 

インシデントの概要  貨物船第十八三
さん

幸
こう

丸は、主機空気冷却器が汚損し、主機の運転がで

きなくなって運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成２８年６月８日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第十八三幸丸、４０２トン 

 １３１５１１、有限会社六甲船舶 

 乗組員等に関する情報 機関長、五級（機関） 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２  

海象：波高 約１.５ｍ 

インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、相馬港を出港して同

港南南東方沖を南進中、主機煙突から黒煙が出て主機の回転数が低下

したので、仮泊した後、タグボートにえい
．．

航されて相馬港に入港し

た。 

 本船は、入港後、機関修理業者が点検を行ったところ、主機空気冷

却器が汚損していた。 

分析  本船は、相馬港南南東方沖を南進中、主機空気冷却器の汚損が進行

していたことから、主機シリンダ内へ燃焼に必要な給気を送り出すこ

とができなくなり、主機の運転ができなくなって運航不能となったも

のと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、相馬港南南東方沖を南進中、主機空気

冷却器の汚損が進行していたため、主機シリンダ内へ燃焼に必要な給

気を送り出すことができなくなり、主機の運転ができなくなったこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機空気冷却器等は、機関製造業者が推奨する間隔で開放整備を

行うこと。 

 


